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百
四
号

令
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四
年

七
月
二
十
八
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

四
二
五

公

告

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

四
二
五

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四
二
七

○
山
梨
県
教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則	

四
二
八

監
査
委
員

○
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
協
議	

四
二
八

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況	

四
二
九

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
（
身
延
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

平
成
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
中
の
標
柱
番
号
八
号
と
次
に
掲
げ

る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
十
八
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号

十
八
号
と
十
九
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
十
九
号
と
同
告
示
中
の
標
柱

番
号
九
号
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
番
号
と
同
告
示
中
の
標
柱
番
号
八
号
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡　
　

市

町　

村

大　
　

字
　

字

地　

番

横
道

十
八

十
九

南
巨
摩
郡

同

身
延
町

同

下
部

同

横
道

同

一
〇
〇
五
番

一
〇
〇
四
番
一

公　
　
　

告

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十

四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る

日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で

あ
る
。令

和
四
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

調
達
を
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

デ
ー
タ
利
活
用
基
盤
構
築
業
務
（
以
下
「
本
構
築
業
務
」
と
い
う
。
）

㈡　

数
量　

一
式

2　

調
達
を
す
る
役
務
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

3　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

4　

履
行
場
所　

山
梨
県
庁
及
び
知
事
が
指
定
す
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
知
事
政
策
局
D
X
推
進
グ
ル
ー
プ

三　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

入
札
者
が
単
体
企
業
の
場
合
に
あ
っ
て
は
1
に
、
共
同
企
業
体

（
以
下
「
J
V
」
と
い
う
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
2
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

1　

単
体
企
業
の
場
合　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

㈡　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
者

㈢　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
で
な
い
者
又
は
法

人
で
あ
っ
て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
な
い
も
の

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

平
成
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
中
の
標
柱
番
号
八
号
と
次
に
掲
げ

る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
十
八
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号

十
八
号
と
十
九
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
十
九
号
と
同
告
示
中
の
標
柱

番
号
九
号
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
番
号
と
同
告
示
中
の
標
柱
番
号
八
号
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡　
　

市

町　

村

大　
　

字
　

字

地　

番

横
道

十
八

十
九

南
巨
摩
郡

同

身
延
町

同

下
部

同

横
道

同

一
〇
〇
五
番

一
〇
〇
四
番
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
四
号
　
　
令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

四
二
六

ウ　

J
V
の
各
構
成
員
は
、
他
の
J
V
の
構
成
員
と
し
て
、
又
は
単
独
で
本
件
入
札
に
参
加
し

て
い
な
い
こ
と
。

四　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査

1　

申
請
の
時
期　

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
（
木
）
か
ら
同
年
八
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
（
山
梨

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県

の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

2　

受
付
時
間　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

3　

申
請
書
の
提
出
方
法　

次
に
掲
げ
る
場
所
に
郵
送
し
、
又
は
持
参
す
る
こ
と
。

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
知
事
政
策
局
D
X
推
進
グ
ル
ー
プ

五　

入
札
手
続
等

1　

契
約
条
項
を
示
す
場
所　

四
3
に
掲
げ
る
場
所

2　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
の
閲
覧
方
法　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
八
月
十
二
日

（
金
）
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
四
3
の
場
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
は
配
布
し
な
い
の
で
、
山
梨
県
知
事
政
策
局
D
X
推
進
グ

ル
ー
プ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.pref.yam

anashi.jp/dx/data_rikatuyou_kiban.
htm
l

）
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。

3　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
確
認　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
競
争
入

札
の
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

4　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

㈠　

日
時　

令
和
四
年
九
月
六
日
（
火
）
午
後
四
時

㈡　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
北
別
館
四
階　

マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
ル
ー
ム

5　

郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
先
及
び
期
限　

郵
便
番
号
四
〇
〇

－

八
五
〇
一
山
梨
県
甲
府
市
丸

の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
知
事
政
策
局
D
X
推
進
グ
ル
ー
プ
宛
に
令
和
四
年
九
月
五
日

（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
到
着
す
る
よ
う
に
送
付
す
る
こ
と
。

6　

入
札
の
無
効　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
。

㈡　

こ
の
公
告
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

㈢　

入
札
書
の
金
額
、
氏
名
、
印
鑑
又
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
に
よ
っ
て
必
要
事
項
を
確
認
し
難

い
と
き
。

㈣　

入
札
公
告
に
お
い
て
示
し
た
入
札
書
の
受
領
期
限
ま
で
に
入
札
書
が
到
達
し
な
か
っ
た
と

き
。

㈤　

㈠
か
ら
㈣
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
入
札
条
件

㈣　

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
る
者

㈤　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を

営
ん
で
い
る
者

㈥　

令
和
四
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
令
和
四
年
山
梨
県
告
示
第
五
十
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
者

㈦　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係

る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る

者
で
な
い
こ
と
。

㈧　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又

は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

が
な
さ
れ
て
い
る
者
（
こ
れ
ら
の
申
立
て
に
よ
り
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定

を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

㈨　

本
構
築
業
務
を
実
施
す
る
組
織
（
部
署
）
に
お
い
て
、
J
I
S　

Q　

二
七
〇
〇
一

（
I
S
O
／
I
E
C
二
七
〇
〇
一
）
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
に
基
づ
く
認
証
を
取
得

し
て
い
る
こ
と
。

㈩　

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
に
お
け
る
デ
ー
タ
連
携
基

盤
構
築
の
実
績
が
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
績
が
あ
る
者
で
あ
る

こ
と
。

�　

次
に
掲
げ
る
技
術
者
を
配
置
（
専
任
）
す
る
こ
と
。

ア　

業
務
全
体
を
統
括
す
る
責
任
者
（
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
等
に
お
け
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
構
築
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
経
験
し

て
い
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
）

イ　

作
業
管
理
者
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
領
域
の
専
門
性
を
保
有
し
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
又
は
リ
ー
ダ
）
の
指
導
の
下
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践

し
て
い
る
経
験
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
）

2　

J
V
の
場
合　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠　

J
V
の
構
成
員
の
資
格
要
件

ア　

構
成
員
の
全
て
が
1
㈠
か
ら
㈧
ま
で
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ　

1
㈨
か
ら
�
（
ア
に
限
る
。
）
ま
で
は
、
代
表
構
成
員
が
該
当
す
る
こ
と
。

ウ　

1
�
イ
は
、
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
該
当
す
る
こ
と
。

㈡　

J
V
の
資
格
要
件

ア　

J
V
の
構
成
員
は
、
三
社
以
内
で
あ
る
こ
と
。

イ　

J
V
の
代
表
構
成
員
は
、
出
資
比
率
が
最
大
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。
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教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

手　
　

島　
　

俊　
　

樹

山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、

同
項
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
五

号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

6　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
実
務

に
関
す
る
証
明
書
（
第
五
号
様
式
）
及
び
実
務
の
基
礎
と
な
る
免
許
状
の
写
し
又
は
そ
の
授
与
証
明

書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

幼
稚
園
教
諭
が
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
九
に
よ
り
領
域
及
び
保
育
内
容
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
保
育
内
容
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
教
育
実
践
に
関
す
る
科
目

（
以
下
「
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
」
と
い
う
。
）
（
教
育
実
習
を
除

く
。
）
の
単
位
を
教
育
実
習
の
単
位
に
替
え
て
第
一
項
の
願
出
を
す
る
場
合

二　

小
学
校
教
諭
が
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
九
に
よ
り
教
科
及
び
教
科
の
指
導

法
に
関
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
（
教
育
実
習
を
除
く
。
）
の
単
位
を

教
育
実
習
の
単
位
に
替
え
て
第
一
項
の
願
出
を
す
る
場
合

三　

中
学
校
教
諭
又
は
高
等
学
校
教
諭
が
免
許
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
備
考
八
に
よ
り
普

通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎

に
違
反
し
た
と
き
。

7　

落
札
者
の
決
定
方
法

㈠　

落
札
決
定
は
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を
も
っ
て
行
う
た
め
、
入
札
書
及
び
技
術
提
案
書

等
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈡　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
入
札
者
の
う
ち
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
総
合

評
価
の
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
価
格
点
と
技
術
点
を
合
計
し
た
総
合
評
価
点
が
最
も
高
い
者

を
落
札
者
と
す
る
。

ア　

入
札
価
格
が
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の

範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

イ　

技
術
提
案
書
の
内
容
が
入
札
説
明
書
に
添
付
す
る
技
術
提
案
書
作
成
要
領
で
指
定
す
る
必

須
項
目
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

㈢　

低
入
札
価
格
調
査
制
度
を
適
用
し
、
設
定
し
た
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
行
わ
れ
た

場
合
は
、
落
札
決
定
が
有
効
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

六　

そ
の
他

1　

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

㈠　

言
語　

日
本
語

㈡　

通
貨　

日
本
国
通
貨

2　

入
札
保
証
金　

規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
免
除
す
る
。

3　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

4　

違
約
金
の
有
無　

有

5　

前
払
金
の
有
無　

無

6　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

7　

そ
の
他

㈠　

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
、
三
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
、
損
害
賠
償
の
責
め
を

負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

㈡　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

㈢　

問
合
せ
先　

山
梨
県
知
事
政
策
局
D
X
推
進
グ
ル
ー
プ
（
電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

一
七
二

〇
）

※　
Sum
m
ary

1　
N
ature and quantity of the services to be required:



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
四
号
　
　
令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

四
二
八

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

監 

査 

委 

員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
包
括
外
部
監
査
人
關
野
孝
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
協
議
が
調
っ
た

の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
監
査
委
員　
　

中　

澤　
　

和　

樹

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　

泉　
　

久　

司

同　
　
　
　
　
　
　
　

土　

橋　
　
　
　

亨

同　
　
　
　
　
　
　
　

水　

岸　
　

富
美
男

補
助
す
る
者
の
氏
名
　
　
　
　

補
助
す
る
者
の
住
所

　
　

補
助
で
き
る
期
間

川　

口　

明　

浩

千
葉
県
市
川
市
国
府
台

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

田　

中　

佑　

幸

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

石　

川　

寿　

彦

静
岡
県
三
島
市
本
町

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

海　

野　

純　

矢

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

近　

藤　
　
　

徹

山
梨
県
甲
府
市
相
生

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

笹　

津　

備　

文

山
梨
県
山
梨
市
市
川

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

深　

澤　

智　

之

山
梨
県
甲
府
市
中
央

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
（
教
育
実
習
を
除
く
。
）
の
単
位
を
教
育
実
習
の
単
位
に
替
え
て
第
一

項
の
願
出
を
す
る
場
合

四　

特
別
支
援
学
校
教
諭
が
免
許
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
備
考
四
に
よ
り
同
表
第
一
欄
か

ら
第
三
欄
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
に
関
す
る
単
位
を
同
表
第
四
欄
に
定
め
る
単
位
に
替
え
て
第
一
項

の
願
出
を
す
る
場
合

五　

養
護
教
諭
が
免
許
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
項
の
表
備
考
三
に
よ
り
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関

す
る
科
目
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る

科
目
又
は
教
育
実
践
に
関
す
る
科
目
（
養
護
実
習
を
除
く
。
）
の
単
位
を
養
護
実
習
の
単
位
に
替

え
て
第
一
項
の
願
出
を
す
る
場
合

第
四
条
第
十
号
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
項
及
び
第
三

十
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
二
及
び
第
一
号
様
式
の
三
中
「第

7
号

」
を
「第

6
号

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に

関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

手　
　

島　
　

俊　
　

樹

山
梨
県
教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
教
育

委
員
会
規
則
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
四
号
　
　
令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

四
二
九

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
監

査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
監
査
委
員　
　

中　

澤　
　

和　

樹

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　

泉　
　

久　

司

同　
　
　
　
　
　
　
　

土　

橋　
　
　
　

亨

同　
　
　
　
　
　
　
　

水　

岸　
　

富
美
男

補
助
す
る
者
の
氏
名
　
　
　
　

補
助
す
る
者
の
住
所

　
　

補
助
で
き
る
期
間

川　

口　

明　

浩

千
葉
県
市
川
市
国
府
台

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

田　

中　

佑　

幸

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

石　

川　

寿　

彦

静
岡
県
三
島
市
本
町

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

海　

野　

純　

矢

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

近　

藤　
　
　

徹

山
梨
県
甲
府
市
相
生

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

笹　

津　

備　

文

山
梨
県
山
梨
市
市
川

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

深　

澤　

智　

之

山
梨
県
甲
府
市
中
央

令
和
四
年
七
月
二
十
八
日
～

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
四
号
　
　
令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

四
三
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
四
号
　
　
令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

四
三
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
四
号
　
　
令
和
四
年
七
月
二
十
八
日

四
三
二




